
1 

財務会計基準機構の Webサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する

法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。 

第 317回 企業会計基準委員会議事概要 

 

I. 日 時  平成 27年 8月 5日（水） 13時 30分～15時 50分 

II. 場 所  財務会計基準機構 会議室 

III.議 題 

（審議事項） 

(1)  IASB 公開草案「財務報告に関する概念フレームワーク」へのコメント対応 

(2)  IFRS 第 15号「顧客との契約から生じる収益」の概要及び主な論点の検討並びに IASBの公開草

案の概要等 

 

IV. 議事概要 

（審議事項） 

(1)  IASB 公開草案「財務報告に関する概念フレームワーク」へのコメント対応 

小賀坂副委員長、紙谷ディレクター及び板橋ディレクターより IASB公開草案「財務報告に関

する概念フレームワーク」へのコメント対応について説明がなされ、審議が行われた。 

本日の委員会では、第 4章「財務諸表の構成要素」及び第 7章「表示及び開示」（財務業績に

関する情報）に係るコメント対応の方向性について、第 28 回 ASAF 対応専門委員会（2015 年 8

月 4日開催）における検討状況を踏まえ、審議が行われた。 

(2) IFRS 第 15号「顧客との契約から生じる収益」の概要及び主な論点の検討並びに IASBの公開草

案の概要等 

小賀坂副委員長及び原研究員より IFRS 第 15 号「顧客との契約から生じる収益」の概要及び

主な論点の検討並びに IASBの公開草案の概要等について説明がなされ、審議が行われた。 

本日の委員会では、IFRS第 15 号を適用するための 5つのステップのうち、ステップ 4（取引

価格を契約における履行義務に配分する）、ステップ 5（企業が履行義務の充足時に（又は充足

につれて）収益を認識する）及び契約コストにおける主な論点について、第 54回収益認識専門

委員会（2015年 7月 31日開催）における検討状況を踏まえ、審議が行われた。 

また、IASB が 2015 年 7 月 30 日に公表した公開草案「IFRS 第 15 号の明確化（IFRS 第 15 号

の修正案）」の提案内容について、審議が行われた。 

 

以 上 


